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○金融庁告示第七十五号 

保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）第五十九条の二第一項第五号ニ、第五十九条の三第

一項第三号ハ及び第二百十条の十の二第一項第四号ハの規定に基づき、保険業法施行規則第五十九条

の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会

社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別

に定める件を次のように定める。 

  令和七年七月二十三日 

                                金融庁長官 伊藤  豊 

保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に

掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考

となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件 

（定義） 

第一条 この告示において使用する用語は、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に

基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を

定める件（令和七年金融庁告示第七十四号。以下「ソルベンシー・マージン比率告示」という。）

において使用する用語の例による。 

（保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る開示事項） 

第二条 保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号。以下「規則」という。）第五十九条の二第一

項第五号ニに規定する保険業法（平成七年法律第百五号）第百三十条各号に掲げる額に係る細目そ

の他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融

庁長官が定めるものは、定量的な開示事項及び定性的な開示事項とする。 

２ 前項の定量的な開示事項は、次の各号に定める事項とし、当該各号に定める様式により作成する

ものとする。 

一 直近の二事業年度におけるソルベンシー・マージン比率並びに適格資本の額及び所要資本の額 

別紙様式第一号 

二 直近の二事業年度における適格資本の額の構成に関する事項 別紙様式第二号 

三 直近の二事業年度における所要資本の額の構成に関する事項 別紙様式第三号 

四 経済価値ベースのバランスシートに関する事項 別紙様式第四号（単体ベースの計算に子会社

株式に係る特例手法を用いている場合には、別紙様式第四号の二） 

五 外国証券の種類別差異調整に関する事項 別紙様式第五号（単体ベースの計算に子会社株式に

係る特例手法を用いている場合には、別紙様式第五号の二） 

六 保険負債の商品別差異調整に関する事項 別紙様式第六号 
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七 ソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の感応度分析に関する事項 別

紙様式第七号 

八 適格資本の額及び所要資本の額の変動要因分析に関する事項 別紙様式第八号 

３ 第一項の定性的な開示事項は、次の各号に定める事項とする。 

一 ソルベンシー・マージン比率の計算に用いられた前提及び手法に関する次に掲げる事項 

イ 子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項 

⑴ 子会社株式に係る特例手法を適用した株式を発行する子会社等（イにおいて「特例手法適

用子会社」という。）の商号又は名称 

⑵ 各特例手法適用子会社に対する持分比率 

⑶ 各特例手法適用子会社の貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を持分比率に

応じて比例連結の方法を適用したかどうか、又は全て認識したかどうかの別 

⑷ 子会社化直後の特例手法を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項 

(ⅰ) 子会社化直後の特例手法を適用している外国の会社の名称 

(ⅱ) 子会社化直後の特例手法を適用している外国の会社に係る株式リスクの算出に用いた

資産の公正価値の下落率 

ロ 現在推計の額の計算に係る前提及び手法に関する次に掲げる事項 

⑴ 保険契約ポートフォリオごとの経済価値ベースの保険負債の額の計算に用いた割引率に関

する次に掲げる事項（資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約に該当するものを除

く。） 

(ⅰ) 保険契約ポートフォリオの概要 

(ⅱ) トップバケット、ミドルバケット又は一般バケットの別 

(ⅲ) 主要な年限ごとの割引率の水準 

⑵ 保険契約に係る将来キャッシュ・フローの計算において考慮した保険事故発生率、解約失

効率、契約更新率、事業費率その他経済環境によらない計算前提（以下「非経済前提」とい

う。）の設定方法 

⑶ 保険契約に係る将来キャッシュ・フローに反映した保証とオプションの内容及びそれらの

評価方法 

ハ 所要資本の額の計算に係る前提及び手法に関する次に掲げる事項 

⑴ 所要資本の額の計算において、マネジメント・アクションの効果を考慮している場合には

、当該マネジメント・アクションの内容 

⑵ 所要資本の額の計算において、リスク削減手法の効果を認識している場合には、当該リス

ク削減手法の内容 
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⑶ 生命保険リスクの額の計算に当たり、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法

を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項 

(ⅰ) 生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を適用する範囲（ソルベンシー・マ

ージン比率告示第五十四条第一号に掲げる死亡リスクの額、同条第二号に掲げる長寿リス

クの額、同条第三号に掲げる罹患及び障害リスクの額並びに同条第四号に掲げる解約及び

失効リスクの額のうち、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を適用したも

の並びに適用した生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法のストレス係数を含

む。） 

(ⅱ) 生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の適用が所要資本の額の計算に与

える影響 

⑷ 損害保険リスクの額の計算に当たり、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を

用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項 

(ⅰ) 損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を適用する範囲（ソルベンシー・マー

ジン比率告示第八十二条第一号に掲げる保険料リスクの額及び同条第二号に掲げる支払備

金リスクの額のうち、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を適用したもの及

び適用した損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法のリスク係数を含む。） 

(ⅱ) 損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法の適用が所要資本の額の計算に与え

る影響 

⑸ 巨大自然災害リスクの額の計算に当たり、内部モデル手法を用いている場合には、その旨

及び次に掲げる事項 

(ⅰ) 部分内部モデル手法を用いている場合には、当該部分内部モデル手法を適用しない区分 

(ⅱ) 内部モデル手法において用いている計算手法及び計算前提の概要（当該内部モデル手法

とソルベンシー・マージン比率告示第九十二条及び第九十三条に規定する巨大自然災害リ

スク計測の標準的手法の差異を含む。） 

(ⅲ) 内部モデル手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響 

⑹ 金利リスクの額の計算に当たり、金利リスクに係る内部割引率手法を用いている場合には

、その旨及び金利リスクに係る内部割引率手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響 

ニ イからハまでに掲げる事項のほか、ソルベンシー・マージン比率の計算に用いられた重要な

前提及び手法に関する事項（前項各号に定める事項の開示において、当該各号に定める別紙様

式の定めるところにより注記した事項を除く。） 

ホ イからニまでに掲げる事項について、前事業年度の末日時点におけるソルベンシー・マージ

ン比率の計算に用いたものから重要な変更があった場合には、当該変更の内容 
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二 ソルベンシー・マージン比率の算出及び検証に係る手続並びに体制の概要 

（保険会社及びその子会社等並びに保険持株会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の

状況に係る開示事項） 

第三条 規則第五十九条の三第一項第三号ハに規定する保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細

目その他の保険会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考とな

るべき事項として金融庁長官が定めるもの並びに規則第二百十条の十の二第一項第四号ハに規定す

る保険業法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社及びその子会

社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定

めるものは、定量的な開示事項及び定性的な開示事項とする。 

２ 前項の定量的な開示事項は、次の各号に定める事項とし、当該各号に定める様式により作成する

ものとする。 

一 直近の二事業年度におけるソルベンシー・マージン比率並びに適格資本の額及び所要資本の額 

別紙様式第一号（連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、別紙様式第一号の二

） 

二 直近の二事業年度における適格資本の額の構成に関する事項 別紙様式第二号 

三 直近の二事業年度における所要資本の額の構成に関する事項 別紙様式第三号 

四 経済価値ベースのバランスシートに関する事項 別紙様式第四号の三（連結ベースの計算に控

除合算手法を用いている場合には、別紙様式第四号の四） 

五 有価証券の種類別の経済価値評価額に関する事項 別紙様式第五号の三 

六 保険負債の商品別差異調整に関する事項 別紙様式第六号 

七 ソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の感応度分析に関する事項 別

紙様式第七号 

八 適格資本の額及び所要資本の額の変動要因分析に関する事項 別紙様式第八号 

３ 第一項の定性的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 

一 連結の範囲に関する次に掲げる事項 

イ 連結ベースの計算における連結の範囲又は持分法の適用の範囲について、連結貸借対照表に

おける連結の範囲又は持分法の適用の範囲から変更した場合における当該変更の内容（連結ベ

ースの計算に控除合算手法を用いている場合には、その旨及び控除合算手法を適用している子

会社の名称を含む。） 

ロ 子会社化直後の特例手法を用いている場合には、その旨及び前条第三項第一号イ⑷(ⅰ)及び(

ⅱ)に掲げる事項 

二 前条第三項第一号ロからホまでに掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項（ソルベンシー・マ
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ージン比率告示第八十条（ソルベンシー・マージン比率告示第八十五条において読み替えて準用

する場合を含む。）に定める届出をした場合にあっては、前条第三項第一号ハ⑶(ⅰ)に掲げる事項

について、連結の範囲に含まれる生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数採用社ごとに記

載し、前条第三項第一号ハ⑷(ⅰ)に掲げる事項について、連結の範囲に含まれる損害保険リスクに

係る会社固有のリスク係数採用社ごとに記載するものとする。） 

４ 保険会社が子会社株式に係る特例手法に基づき単体ベースの計算を行い、当該計算結果を当該保

険会社の連結ベースの計算結果としている場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の

定量的な開示事項及び同条第三項の定性的な開示事項は、前条第二項の定量的な開示事項及び前条

第三項の定性的な開示事項をもって代えるものとする。 

附 則 

（適用時期） 

第一条 この告示は、令和八年三月三十一日から適用する。 

（経過措置） 

第二条 第二条第二項第八号、同条第三項第一号ホ（第三条第三項第二号の規定により準用する場合

を含む。）及び第三条第二項第八号に掲げる事項については、令和八年三月三十一日までに終了す

る事業年度に係る説明書類においては、記載することを要しない。 
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（別紙様式第一号） 

（単位：百万円、％） 

要約 

項目 
イ ロ ハ 

前期末 当期末 増減 

適格資本の額(A)    

所要資本の額(B)    

ソルベンシー・マージン比率（(A)／(B)）    

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 表題の「要約」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子

会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「要約（単体ベース）」と、単体ベースの計

算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、「要約（単体ベース・子会社株式に係る

特例手法適用）」とそれぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては

、「要約（連結ベース）」と読み替えること。 

２ 連結ベースの計算結果の開示に当たっては、前事業年度の末日時点における連結ベースの計算

に控除合算手法を用いた場合には、イ欄の「前期末」の数値は控除合算手法を用いて算出したも

のである旨を注記すること。 

３ イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」及びハ欄

の「増減」を記載することを要しない。  
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（別紙様式第一号の二） 

（第一面） 

（単位：百万円、％） 

要約（連結ベース・控除合算手法適用） 

項目 
イ ロ ハ 

前期末 当期末 増減 

適格資本の額(A)    

所要資本の額(B)    

ソルベンシー・マージン比率（(A)／(B)）    

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 連結ベースの計算結果の開示に当たっては、前事業年度の末日時点における連結ベースの計算

に控除合算手法を用いていない場合には、イ欄の「前期末」の数値は控除合算手法を用いずに算

出したものである旨を注記すること。 

２ イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」及びハ欄

の「増減」を記載することを要しない。  
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（第二面） 

（単位：百万円、％） 

ソルベンシー・マージン比率の算出に当たり適用された控除合算手法に係る調整係数及びその決

定の基礎となった控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー・マージン比率等 

項目 
イ ロ ハ 

前期末 当期末 増減 

ソルベンシー・マージン比率の算出に当たり、控除合算

手法適用子会社の所要資本の額に乗じた調整係数 
   

控除合算手法を用いずに計算した適格資本の額(A)    

控除合算手法を用いずに計算した所要資本の額(B)    

控除合算手法を用いずに計算したソルベンシー・マージ

ン比率（(A)／(B)） 
   

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 「ソルベンシー・マージン比率の算出に当たり、控除合算手法適用子会社の所要資本の額に乗

じた調整係数」の項には、第一面に記載したソルベンシー・マージン比率の算出に当たり適用さ

れた控除合算手法に係る調整係数を記載すること。 

２ 「控除合算手法を用いずに計算した適格資本の額」の項には、控除合算手法に係る調整係数の

決定のために用いられた、控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー・マージン比率

の算出の基礎となった適格資本の額（イ欄及びロ欄）並びに当該額の前事業年度の末日時点から

当事業年度の末日時点にかけての増減額（ハ欄）を記載すること。 

３ 「控除合算手法を用いずに計算した所要資本の額」の項には、控除合算手法に係る調整係数の

決定のために用いられた、控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー・マージン比率

の算出の基礎となった所要資本の額（イ欄及びロ欄）並びに当該額の前事業年度の末日時点から

当事業年度の末日時点にかけての増減額（ハ欄）を記載すること。 

４ 「控除合算手法を用いずに計算したソルベンシー・マージン比率」の項には、控除合算手法に

係る調整係数の決定のために用いられた、控除合算手法を用いずに計算した場合のソルベンシー

・マージン比率（イ欄及びロ欄）並びに当該ソルベンシー・マージン比率の前事業年度の末日時

点から当事業年度の末日時点にかけての増減（ハ欄）を記載すること。 

５ 前事業年度の末日時点における連結ベースの計算に控除合算手法を用いていない場合には、当
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該イ欄の「前期末」及びハ欄の「増減」を記載することを要しない。この場合において、これら

の欄を削除せず、「－」を記載するとともに、前事業年度の末日時点における連結ベースの計算

に控除合算手法を用いていない旨を注記すること。 

６ 前事業年度の末日時点又は当事業年度の末日時点のいずれかにおけるソルベンシー・マージン

比率の算出において、ソルベンシー・マージン比率告示附則第十二条の規定に基づき、ソルベン

シー・マージン比率告示第百八十二条の規定にかかわらず、控除合算手法に係る調整係数を1.5と

している場合には、当該調整係数を1.5としている事業年度について、「控除合算手法を用いずに

計算した適格資本の額」、「控除合算手法を用いずに計算した所要資本の額」及び「控除合算手

法を用いずに計算したソルベンシー・マージン比率」の項を記載することを要しない。この場合

において、当該事業年度についてソルベンシー・マージン比率告示附則第十二条の規定に基づき

調整係数を1.5としている旨を注記すること。 

７ イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」及びハ欄

の「増減」を記載することを要しない。 
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（別紙様式第二号） 

（単位：百万円） 
適格資本の額の構成 

項目 
イ ロ 

前期末 当期末 

Tier１適格資本の額（(B)－(C)） (A)   

 Tier１適格資本に係る基礎項目の額 (B)   

 算入制限のないTier１資本調達手段の額   

 算入制限のあるTier１資本調達手段の額   

 資本調達手段以外のTier１適格資本の額   

 剰余金等の額又は利益剰余金等の額   

 資本剰余金（Tier２適格資本に算入されるものを除く）の額   

 その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等の額   

 その他の拠出金等の額   

 非支配株主持分（上限適用後）の額   

 経済価値ベースの調整額   

 Tier１適格資本に係る調整項目の額 (C)   

 無形固定資産（繰延税金負債相殺後）の額   

 繰延税金資産の額   

 前払年金費用又は退職給付に係る資産（繰延税金負債相殺後）の額   

 他の金融機関等が意図的に保有しているTier１資本調達手段の額   

 自己のTier１資本調達手段への投資の額   

 不適格再保険資産の額   

 処分制約のある資産のうち関連する負債と所要資本を上回る額   

Tier２適格資本の額（(E)－(F)－(G)） (D)   

 Tier２適格資本に係る基礎項目の額 (E)   

 Tier２資本調達手段の額   

 算入制限のあるTier１資本調達手段の制限を超過した額   

 払込済みTier２資本調達手段の額   

 払込未済のTier２資本調達手段の額   

 資本調達手段以外のTier２適格資本の額   
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 Tier２資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生

じた資本剰余金の額 

  

 処分制約のある資産のうちTier１適格資本から控除される額   

 Tier２バスケット（上限適用後）の額   

  Tier２適格資本に係る調整項目の額 (F)   

  他の金融機関等が意図的に保有しているTier２資本調達手段の額   

  自己のTier２資本調達手段への投資の額   

  Tier２適格資本への上限適用による控除の額 (G)   

適格資本の額（(A)＋(D)）   

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 全般 

⑴ 表題の「適格資本の額の構成」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体

ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「適格資本の額の構成（

単体ベース）」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、「

適格資本の額の構成（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用）」とそれぞれ読み替える

こと。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に控除合算手法を

用いていない場合には、「適格資本の額の構成（連結ベース）」と、連結ベースの計算に控除

合算手法を用いている場合には、「適格資本の額の構成（連結ベース・控除合算手法適用）」

とそれぞれ読み替えること。 

⑵ イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」を記載

することを要しない。 

２ Tier１適格資本に係る基礎項目 

⑴ 「算入制限のないTier１資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十

八条第一項第一号に掲げる額をいう。 

⑵ 「算入制限のあるTier１資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十

八条第一項第二号に掲げる額をいう。 

⑶ 「剰余金等の額又は利益剰余金等の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条

第一号に定める額及び同条第七号に定める額の合計額をいう。 

⑷ 「資本剰余金（Tier２適格資本に算入されるものを除く）の額」とは、ソルベンシー・マー
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ジン比率告示第三十九条第二号に定める額をいう。 

⑸ 「その他の包括利益累計額又は評価・換算差額等の額」とは、ソルベンシー・マージン比率

告示第三十九条第四号に定める額をいう。 

⑹ 「その他の拠出金等の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条第三号に定め

る額をいう。 

⑺ 「非支配株主持分（上限適用後）の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条

第五号に定める額をいう。なお、当該項は、連結ベースの計算結果の開示に当たって記載する

ものとし、単体ベースの計算結果の開示に当たっては、当該項を削除すること。 

⑻ 「経済価値ベースの調整額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条第六号に定

める額をいう。 

３ Tier１適格資本に係る調整項目 

⑴ 「無形固定資産（繰延税金負債相殺後）の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四

十条第一号イに定める額をいう。 

⑵ 「繰延税金資産の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十条第一号ハに定める額

をいう。 

⑶ 「前払年金費用又は退職給付に係る資産（繰延税金負債相殺後）の額」とは、ソルベンシー

・マージン比率告示第四十条第一号ロに定める額をいう。 

⑷ 「他の金融機関等が意図的に保有しているTier１資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・

マージン比率告示第四十条第二号に定める額をいう。 

⑸ 「自己のTier１資本調達手段への投資の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十

条第三号に定める額をいう。 

⑹ 「不適格再保険資産の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十条第四号に定める

額をいう。 

⑺ 「処分制約のある資産のうち関連する負債と所要資本を上回る額」とは、ソルベンシー・マ

ージン比率告示第四十条第五号に定める額をいう。 

４ Tier２適格資本に係る基礎項目 

⑴ 「算入制限のあるTier１資本調達手段の制限を超過した額」とは、ソルベンシー・マージン

比率告示第四十二条第一項第一号に掲げる額をいう。 

⑵ 「払込済みTier２資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十二条第

一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額の合計額をいう。 

⑶ 「払込未済のTier２資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十二条

第一項第四号に掲げる額をいう。 
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⑷ 「Tier２資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生じた資本剰余金の額」

とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十三条第一号に定める額をいう。 

⑸ 単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を

用いている場合には、「Tier２資本調達手段の額に含まれる資本調達手段を発行した結果生じ

た資本剰余金の額」の項と「処分制約のある資産のうちTier１適格資本から控除される額」の

項の間に行を追加し、「子会社株式に係る特例手法の適用に係る調整額」との名称を付した上

で、子会社マージンから、ソルベンシー・マージン比率告示第百七十三条第一号の規定により

生じる非支配株主持分の額を控除した額を記載すること。 

⑹ 「処分制約のある資産のうちTier１適格資本から控除される額」とは、ソルベンシー・マー

ジン比率告示第四十三条第二号に定める額をいう。 

⑺ 「Tier２バスケット（上限適用後）の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十三

条第三号に定める額をいう。 

５ Tier２適格資本に係る調整項目 

⑴ 「他の金融機関等が意図的に保有しているTier２資本調達手段の額」とは、ソルベンシー・

マージン比率告示第四十四条第一号に定める額をいう。 

⑵ 「自己のTier２資本調達手段への投資の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十

四条第二号に定める額をいう。 

６ Tier２適格資本への上限適用による控除 

「Tier２適格資本への上限適用による控除の額」の項には、ソルベンシー・マージン比率告示

第四十一条第一項各号に掲げる額の合計額から、ソルベンシー・マージン比率告示第四章第三節

第四款に定めるTier２適格資本の調整の額を控除した額（以下「上限適用前のTier２適格資本の

額」という。）が、ソルベンシー・マージン比率告示第四十一条第二項に定めるTier２適格資本

の上限額（以下「Tier２適格資本の上限額」という。）を上回る場合には、上限適用前のTier２適

格資本の額とTier２適格資本の上限額との差額を記載すること。なお、上限適用前のTier２適格

資本の額がTier２適格資本の上限額を上回らない場合には、当該項には０を記載すること。 

７ 連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合の特則 

連結ベースの計算結果の開示に当たって、当事業年度の末日時点、前事業年度の末日時点又は

その両方における連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、「Tier2適格資本への

上限適用による控除の額」の項と「適格資本の額」の項の間に「控除合算手法適用子会社の寄与

分の額」の項を追加し、「(H)」の記号を付すとともに、「適格資本の額（(A)＋(D)）」とあるの

は「適格資本の額（(A)＋(D)＋(H)）」と読み替えること。この場合において、「控除合算手法適

用子会社の寄与分の額」の項の控除合算手法を用いている事業年度の欄には、ソルベンシー・マ
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ージン比率告示第百七十九条第二項第一号ロに定める額を記載し、「Tier1適格資本の額」から

「Tier2適格資本への上限適用による控除の額」までの各項の控除合算手法を用いている事業年度

の欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一条に定めるところにより、原則手法適用

会社について計算した額を本記載上の注意１から６までに準じて記載すること。なお、当事業年

度の末日時点又は前事業年度の末日時点のいずれかのみにおける連結ベースの計算に控除合算手

法を用いている場合には、「控除合算手法適用子会社の寄与分の額」の項の控除合算手法を用い

ていない事業年度の欄には「－」を記載すること。 

８ 特例企業会計基準等適用法人等における取扱い 

本様式中に示す項目 にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等にあっては、採用する企業

会計の基準を明記した上で、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類

するものの項目を用いて、本様式を作成することができる。 
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（別紙様式第三号） 

（単位：百万円） 

所要資本の額の構成 

項目 
イ ロ 

前期末 当期末 

生命保険リスクの額 (A)   

死亡リスクの額   

長寿リスクの額   

罹患及び障害リスクの額   

解約及び失効リスクの額   

経費リスクの額   

マネジメント・アクションの効果の額   

損害保険リスクの額 (B)   

賠償責任保険類似の商品に係るリスクの額   

自動車保険類似の商品に係るリスクの額   

財物保険類似の商品に係るリスクの額   

その他保険に係るリスクの額   

巨大災害リスクの額 (C)   

巨大自然災害リスクの額   

日本における地震に係るリスクの額   

日本における風水災に係るリスクの額   

日本における雪災に係るリスクの額   

外国における巨大自然災害リスクの額   

その他の額   

その他の巨大災害に係るリスクの額   

マネジメント・アクションの効果の額   

市場リスクの額 (D)   

金利リスクの額   

スプレッドリスクの額   

株式リスクの額   

不動産リスクの額   
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為替リスクの額   

資産集中リスクの額   

マネジメント・アクションの効果の額   

信用リスクの額 (E)   

オペレーショナル・リスクの額 (F)   

マネジメント・アクションの効果の上限超過額 (G)   

分散効果の額 (H)   

非保険事業に係る所要資本の額 (I)   

所要資本の額（税効果考慮前）（(A)＋(B)＋(C)＋(D)＋(E)＋(F)＋(G)

－(H)＋(I)）  (J) 

  

所要資本の税効果の額 (K)   

所要資本の額（税効果考慮後）（(J)－(K)）   

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 全般 

⑴ 表題の「所要資本の額の構成」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体

ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「所要資本の額の構成（

単体ベース）」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、「

所要資本の額の構成（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用）」とそれぞれ読み替える

こと。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に控除合算手法を

用いていない場合には「所要資本の額の構成（連結ベース）」と、連結ベースの計算に控除合

算手法を用いている場合には「所要資本の額の構成（連結ベース・控除合算手法適用）」とそ

れぞれ読み替えること。 

⑵ イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」を記載

することを要しない。 

⑶ 所要資本を構成する各リスクの額は、それぞれの内訳として掲記している額を、分散効果を

考慮した所定の相関係数を用いて統合して算出していること等から、内訳として掲記している

額の単純和とは一致しない旨を注記すること。 

２ 生命保険リスクの額及びその内訳 

⑴ 「生命保険リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ
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⑴に掲げる生命保険リスクの額をいう。 

⑵ 「死亡リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第一号に掲げる死亡

リスクの額をいう。 

⑶ 「長寿リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第二号に掲げる長寿

リスクの額をいう。 

⑷ 「罹患及び障害リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第三号に掲

げる罹患及び障害リスクの額をいう。 

⑸ 「解約及び失効リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第四号に掲

げる解約及び失効リスクの額をいう。 

⑹ 「経費リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第五十四条第五号に掲げる経費

リスクの額をいう。 

⑺ 損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許

を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等に

あっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の内訳と

して掲記している「死亡リスクの額」の項から「マネジメント・アクションの効果の額」の項

までの記載を省略することができる。この場合（ただし、生命保険リスクの額が０である場合

を除く。）において、生命保険リスクの額に重要性が乏しいことから、その内訳の記載を省略

している旨を注記すること。 

３ 損害保険リスクの額及びその内訳 

⑴ 「損害保険リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ

⑵に掲げる損害保険リスクの額をいう。 

⑵ 「賠償責任保険類似の商品に係るリスクの額」、「自動車保険類似の商品に係るリスクの額

」、「財物保険類似の商品に係るリスクの額」及び「その他保険に係るリスクの額」の項には

、ソルベンシー・マージン比率告示第八十九条第一号において計算した額を、同条第二号に定

めるところにより、地理的区分別の商品大区分（不動産ローン保証保険及び信用保険を除く。

）ごとに統合した額について、それぞれ、「賠償責任保険類似」、「自動車保険類似」、「財

物保険類似」及び「その他保険」の商品大区分ごとに同条第四号に定める各地理的区分間の相

関係数を用いて統合した額を記載すること。 

⑶ 生命保険会社、生命保険会社及びその子会社等、外国生命保険会社等、特定生命保険業免許

を受けた免許特定法人並びに生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等に

あっては、損害保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「損害保険リスクの額」の内訳と

して掲記している「賠償責任保険類似の商品に係るリスクの額」の項から「その他保険に係る
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リスクの額」の項までの記載を省略することができる。この場合（ただし、損害保険リスクの

額が０である場合を除く。）において、損害保険リスクの額に重要性が乏しいことから、その

内訳の記載を省略している旨を注記すること。 

４ 巨大災害リスクの額及びその内訳 

⑴ 「巨大災害リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ

⑶に掲げる巨大災害リスクの額をいう。 

⑵ 「巨大自然災害リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第九十条第一号に掲げ

る巨大自然災害リスクの額をいう。ただし、内部モデル手法採用社にあっては、ソルベンシー

・マージン比率告示第六章に定めるところにより、内部モデル手法を用いて計算した同章に規

定する額をいう。 

⑶ 「日本における地震に係るリスクの額」、「日本における風水災に係るリスクの額」、「日

本における雪災に係るリスクの額」及び「外国における巨大自然災害リスクの額」の項には、

「巨大自然災害リスクの額」の項に記載した額について、それぞれ、日本における地震に係る

額、日本における風水災に係る額、日本における雪災に係る額及び外国における巨大自然災害

リスクの額に相当する内訳の額を記載すること。「その他の額」には、「巨大自然災害リスク

の額」の構成要素のうち、「日本における地震に係るリスクの額」から「外国における巨大自

然災害リスクの額」までのいずれにも該当しないものの額を記載すること。 

⑷ 「その他の巨大災害に係るリスクの額」の項には、ソルベンシー・マージン比率告示第五章

第四節第三款各目に規定する額を、同節第四款に定める相関係数を用いて統合した額を記載す

ること。 

⑸ 生命保険会社、生命保険会社及びその子会社等、外国生命保険会社等、特定生命保険業免許

を受けた免許特定法人並びに生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等に

あっては、巨大災害リスクの額に重要性が乏しい場合には、「巨大災害リスクの額」の内訳と

して掲記している「巨大自然災害リスクの額」の項から「マネジメント・アクションの効果の

額」の項までの記載を省略することができる。この場合（ただし、巨大災害リスクの額が０で

ある場合を除く。）において、巨大災害リスクの額に重要性が乏しいことから、その内訳の記

載を省略している旨を注記すること。 

５ 市場リスクの額及びその内訳 

⑴ 「市場リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ⑷に

掲げる市場リスクの額をいう。 

⑵ 「金利リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第一号に掲げる金利リ

スクの額をいう。 
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⑶ 「スプレッドリスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第二号に掲げる

スプレッドリスクの額をいう。なお、当該額が、ソルベンシー・マージン比率告示第百十二条

第一号に規定する額である場合には、当該項を「スプレッドリスク（上昇）の額」と読み替え

、同条第二号に規定する額である場合には、当該項を「スプレッドリスク（下降）の額」と読

み替えること。 

⑷ 「株式リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第三号に掲げる株式リ

スクの額をいう。 

⑸ 「不動産リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第四号に掲げる不動

産リスクの額をいう。 

⑹ 「為替リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第五号に掲げる為替リ

スクの額をいう。 

⑺ 「資産集中リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第百一条第六号に掲げる資

産集中リスクの額をいう。 

６ その他の項目 

⑴ 「信用リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ⑸に

掲げる信用リスクの額をいう。 

⑵ 「オペレーショナル・リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一

項第一号イ⑹に掲げるオペレーショナル・リスクの額をいう。 

⑶ 「生命保険リスクの額」、「巨大災害リスクの額」及び「市場リスクの額」の項の内訳とし

て掲記している「マネジメント・アクションの効果」の項には、各リスクの額の計算に当たっ

て、マネジメント・アクションの効果を考慮している場合に、当該効果によるそれぞれのリス

クの増減額を記載すること。 

⑷ 「マネジメント・アクションの効果の上限超過額」の項には、ソルベンシー・マージン比率

告示第四十五条第一項第一号ロに規定する額を記載すること。 

⑸ 「分散効果の額」の項には、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ⑴

から⑹までに掲げる額の単純和と、これらの額をソルベンシー・マージン比率告示第五章第八

節に規定する統合方法により計算した額の差額を記載すること。 

⑹ 「非保険事業に係る所要資本の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一

項第二号に規定する非保険事業に係る所要資本の額をいう。なお、単体ベースの計算結果の開

示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、当該

項を削除すること。 

⑺ 「所要資本の税効果の額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号
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ハに規定する所要資本の税効果の額をいう。 

７ 連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合の特則 

連結ベースの計算結果の開示に当たって、当事業年度の末日時点、前事業年度の末日時点又は

その両方における連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、「所要資本の税効果

の額」の項と「所要資本の額（税効果考慮後）」の項の間に「控除合算手法適用子会社の寄与分

の額」の項を追加し、「(L)」の記号を付すとともに、「所要資本の額（税効果考慮後）（(J)－(K)）」

とあるのは「所要資本の額（税効果考慮後）（(J)－(K)＋(L)）」と読み替えること。この場合に

おいて、「控除合算手法適用子会社の寄与分の額」の項の控除合算手法を用いている事業年度の

欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第百七十九条第二項第二号ロに定める額を記載し、「生

命保険リスクの額」から「所要資本の税効果の額」までの各項の控除合算手法を用いている事業

年度の欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一条に定めるところにより、原則手法

適用会社について計算した額を本記載上の注意１から６までに準じて記載すること。なお、当事

業年度の末日時点又は前事業年度の末日時点のいずれかのみにおける連結ベースの計算に控除合

算手法を用いている場合には、「控除合算手法適用子会社の寄与分の額」の項の控除合算手法を

用いていない事業年度の欄には「－」を記載すること。 
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（別紙様式第四号） 

（単位：百万円） 
経済価値ベースのバランスシート（単体ベース） 

科目 

イ ロ ハ ニ 

財務会計ベース

の額 

組替えの額 評価替えの額 経済価値ベース

の額 

（イ＋ロ＋ハ） 

資産の部 

総資産     

現金及び預貯金     

コールローン     

買現先勘定     

債券貸借取引支払保証

金 

    

買入金銭債権     

商品有価証券     

金銭の信託     

有価証券     

国債     

地方債     

社債     

株式     

外国証券     

その他の証券     

貸付金     

有形固定資産     

土地     

建物     

使用権資産     

建設仮勘定     

その他の有形固定資     
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産 

無形固定資産     

ソフトウェア     

のれん     

使用権資産     

その他の無形固定資

産 

    

前払年金費用     

繰延税金資産     

再評価に係る繰延税金

資産 

    

貸倒引当金     

投資損失引当金     

その他資産     

特別勘定等の資産     

再保険回収額     

負債の部 

総負債     

保険負債（保険契約準

備金） 

    

資産ポートフォリオ

によって複製可能な

保険負債 

    

現在推計の額（保険

契約準備金のうち、

規制上の準備金に属

するもの以外） 

    

現在推計を超えるマ

ージン（MOCE）の

額 

    

規制上の準備金に属     
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するもの（危険準備

金等） 

非保険負債     

その他の規制上の準

備金（保険負債に含

まれるものを除く） 

    

その他の準備金     

短期社債     

社債     

新株予約権付社債     

退職給付引当金     

役員退職慰労引当金     

その他の引当金     

価格変動準備金     

金融商品取引責任準

備金 

    

繰延税金負債     

再評価に係る繰延税

金負債 

    

未払法人税等     

その他負債     

純資産の部 

純資産     

基金等合計又は株主資

本合計 

    

基金又は資本金     

基金申込証拠金又は

新株式申込証拠金 

    

基金償却積立金     

再評価積立金     

基金償却積立金減少     
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差益 

資本剰余金     

剰余金又は利益剰余

金 

    

規制上の準備金     

（-）自己株式     

自己株式申込証拠金     

その他の包括利益累計

額合計（評価・換算差

額等合計） 

    

その他有価証券評価

差額金 

    

繰延ヘッジ損益     

土地再評価差額金     

為替換算調整勘定     

退職給付に係る調整

累計額 

    

株式引受権     

新株予約権     

その他     

経済価値ベースの調整

額 

  

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 各科目について、イ欄の「財務会計ベースの額」には貸借対照表計上額、ロ欄の「組替えの額

」には、組替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第九条に規定するところ

により組替えを行うことをいう。）による当該科目の額の増減額、ハ欄の「評価替えの額」には

、評価替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第十条に規定するところによ

り評価替えを行うことをいう。）による当該科目の額の増減額、ニ欄の「経済価値ベースの額」

には、当該科目に係る経済価値評価の額としてイ欄、ロ欄及びハ欄の額の合計額を記載すること
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。なお、経済価値ベースのバランスシートの状態を明らかにするために必要があるときは、この

様式に掲げる科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載することができ

る。その他、本記載上の注意において、各欄の記載方法について別途の定めがある場合には、当

該定めに従うこと。 

２ 純資産の部において、「基金等合計又は株主資本合計」、「基金又は資本金」、「基金申込証

拠金又は新株式申込証拠金」及び「剰余金又は利益剰余金」の科目は、株式会社の場合には「株

主資本合計」、「資本金」、「新株式申込証拠金」及び「利益剰余金」と、相互会社の場合には

「基金等合計」、「基金」、「基金申込証拠金」及び「剰余金」とそれぞれ表示するとともに、

株式会社及び相互会社のそれぞれにあって、計上する額がない科目については削除する等、必要

に応じ、株式会社及び相互会社の別を踏まえ科目を修正すること。 

３ 純資産の部において、外国保険会社等又は免許特定法人の場合には、「基金等合計又は株主資

本合計」、「基金又は資本金」及び「剰余金又は利益剰余金」の科目は、「持込資本金等合計」

、「供託金」及び「剰余金」とそれぞれ表示するとともに、計上する額がない科目については削

除する等、必要に応じ科目を修正すること。 

４ 貸借対照表の資産の部に計上すべきもののうち、特別勘定等に属するものの額については、「

特別勘定等の資産」の科目に計上することとし、その他の科目においては、「特別勘定等の資産

」の科目に計上したものの額は除くこと。 

５ 「資産ポートフォリオによって複製可能な保険負債」の科目のニ欄には、ソルベンシー・マー

ジン比率告示第三章第二節第五款に規定する資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の

評価額を記載すること。 

６ 「現在推計の額（保険契約準備金のうち、規制上の準備金に属するもの以外）」の科目のイ欄

には、貸借対照表の負債の部に計上される保険契約準備金の額のうち、ソルベンシー・マージン

比率告示第一条第二十五号に規定する額に該当するものの額を除いた額を記載し、同項のニ欄に

は、ソルベンシー・マージン比率告示第三章第二節第二款に規定する現在推計の額を記載するこ

と。 

７ 「現在推計を超えるマージン（MOCE）の額」の科目のニ欄には、ソルベンシー・マージン比

率告示第二十九条に規定するMOCEの額を記載すること。 

８ 「規制上の準備金に属するもの（危険準備金等）」の科目の各欄は、貸借対照表の負債の部に

計上される保険契約準備金の額のうち、ソルベンシー・マージン比率告示第一条第二十五号に規

定する額に該当するものの額について記載すること。 

９ 「その他の規制上の準備金（保険負債に含まれるものを除く）」の科目の各欄は、ソルベンシ

ー・マージン比率告示第一条第二十五号に規定する額に該当するものの額から、「規制上の準備
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金に属するもの（危険準備金等）」の項に計上すべき額を除いたものの額について記載すること

。 

10 「経済価値ベースの調整額」の科目のニ欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第三十九条

第六号に掲げる経済価値ベースの調整額として、「総資産」の項のニ欄の額から、「総負債」の

項のニ欄の額並びに「純資産の部」の内訳である「基金等合計又は株主資本合計」、「その他の

包括利益累計額合計（評価・換算差額等合計）」、「株式引受権」、「新株予約権」及び「その

他」の項のニ欄の額の合計額を除いたものの額を記載すること。 

11 次の事項を注記すること。この場合において、当事業年度の末日における貸借対照表に注記し

た事項については、本記載上の注意において別途定めがある場合を除き、注記することを要しな

い。 

⑴ 継続企業の前提に関する事項 

① 継続企業の前提（会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいう。以下同じ。

）に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状

況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められるとき（当事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を

除く。）は、次に掲げる事項。ただし、当事業年度の末日における貸借対照表の作成時点か

ら、当事業年度の末日における経済価値ベースのバランスシートの作成時点までにおいて、

当該事象又は状況に変更がないときは、その旨を注記した上で、記載を省略することができ

る。 

(ⅰ) 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

(ⅱ) 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

(ⅲ) 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

(ⅳ) 当該重要な不確実性の影響を経済価値ベースのバランスシートに反映しているか否かの

別 

② 当事業年度の末日における貸借対照表において、継続企業の前提に関する注記が行われて

いる場合において、当事業年度の経済価値ベースのバランスシートの作成時点において、当

該不確実性が認められなくなったときには、その旨及びその理由 

⑵ 経済価値ベースのバランスシートの作成方針に関する次に掲げる事項（ただし、重要性の乏

しいものを除く。） 

① 資産の評価方法（プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮及

びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。） 

② 負債の評価方法（プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮及
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びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。） 

③ 経済価値ベースのバランスシートの作成方針の変更の内容及び理由 

⑶ 経済価値ベースのバランスシートの表示方法の変更に関する事項（ただし、重要性の乏しい

ものを除く。） 

① 当該表示方法の変更の内容 

② 当該表示方法の変更の理由 

⑷ 経済価値ベースのバランスシートの作成に関する会計上の見積りに関する事項（ただし、重

要性の乏しいものを除く。） 

① 会計上の見積りに関する次に掲げる事項 

(ⅰ) 会計上の見積りにより当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートにその額を計

上した項目であって、翌事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を

及ぼす可能性があるもの 

(ⅱ) 当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートの(ⅰ)に掲げる項目に計上した額 

(ⅲ) (ⅱ)に掲げるもののほか、(ⅰ)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解

に資する情報 

② 会計上の見積りを変更した場合における次に掲げる事項 

(ⅰ) 当該会計上の見積りの変更の内容 

(ⅱ) 当該会計上の見積りの変更の経済価値ベースのバランスシートの項目に対する影響額 

(ⅲ) 当該会計上の見積りの変更が翌事業年度以降の経済価値ベースのバランスシートの項

目に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項 

⑸ 「特別勘定等の資産」の科目には、法第百十八条第一項に規定する特別勘定その他これに類

するものに区分される資産の額を計上している旨 

⑹ 重要な後発事象に関する事項 

① 当事業年度の末日後、当事業年度の経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を及ぼ

す事象（当事業年度の末日における貸借対照表の作成において考慮した事象を除く。）が発

生した場合における当該事象及び当該事象が経済価値ベースのバランスシートに与える影響

額 

② 当事業年度の末日後、翌事業年度以降の経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を

及ぼす事象が発生した場合における当該事象 
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（別紙様式第四号の二） 

（単位：百万円） 
経済価値ベースのバランスシート（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用） 

科目 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ 

子会社株式に係る特例手法適用前の額 子会社株式に係る特例

手法適用後の額 

財務会計

ベースの

額 

組替えの

額 

評価替え

の額 

経済価値

ベースの

額 

（イ＋ロ

＋ハ） 

子会社株

式に係る

特例手法

による調

整の額 

経済価値

ベースの

額 

（ニ＋ホ

） 

資産の部 

総資産       

現金及び預貯金       

コールローン       

買現先勘定       

債券貸借取引支

払保証金 

      

買入金銭債権       

商品有価証券       

金銭の信託       

有価証券       

国債       

地方債       

社債       

株式       

外国証券       

その他の証券       

貸付金       

有形固定資産       

土地       
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建物       

使用権資産       

建設仮勘定       

その他の有形

固定資産 

      

無形固定資産       

ソフトウェア       

のれん       

使用権資産       

その他の無形

固定資産 

      

前払年金費用       

繰延税金資産       

再評価に係る繰

延税金資産 

      

貸倒引当金       

投資損失引当金       

その他資産       

特別勘定等の資

産 

      

再保険回収額       

負債の部 

総負債       

保険負債（保険契

約準備金） 

      

資産ポートフ

ォリオによって

複製可能な保

険負債 

      

現在推計の額（

保険契約準備
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金のうち、規制

上の準備金に

属するもの以

外） 

現在推計を超

えるマージン（

MOCE）の額 

      

規制上の準備

金に属するもの

（危険準備金

等） 

      

非保険負債       

その他の規制

上の準備金（保

険負債に含ま

れるものを除く

） 

      

その他の準備

金 

      

短期社債       

社債       

新株予約権付

社債 

      

退職給付に係

る負債（退職給

付引当金） 

      

役員退職慰労

引当金 

      

その他の引当

金 

      

価格変動準備       
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金 

金融商品取引

責任準備金 

      

繰延税金負債       

再評価に係る

繰延税金負債 

      

未払法人税等       

その他負債       

純資産の部 

純資産       

基金等合計又は

株主資本合計 

      

基金又は資本

金 

      

基金申込証拠

金又は新株式

申込証拠金 

      

基金償却積立

金 

      

再評価積立金       

基金償却積立

金減少差益 

      

資本剰余金       

剰余金又は利

益剰余金 

      

規制上の準備

金 

      

（-）自己株式       

自己株式申込

証拠金 

      

その他の包括利       
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益累計額合計（評

価・換算差額等合

計） 

その他有価証

券評価差額金 

      

繰延ヘッジ損

益 

      

土地再評価差

額金 

      

為替換算調整

勘定 

      

退職給付に係

る調整累計額 

      

株式引受権       

新株予約権       

その他       

経済価値ベース

の調整額 

    

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 各科目について、イ欄からニ欄までは、別紙様式第四号記載上の注意１から10まで（同記載上

の注意３を除く。）に準じて、子会社株式に係る特例手法を用いずに計算した場合の額を記載す

ること。 

２ 各科目について、ホ欄の「子会社株式に係る特例手法による調整の額」には、子会社株式に係

る特例手法を用いて計算した経済価値評価の額とニ欄の額の差額を記載すること。 

３ 各科目について、ヘ欄の「経済価値ベースの額」には、子会社株式に係る特例手法を用いて計

算した経済価値評価の額を記載すること。 

４ 別紙様式第四号記載上の注意11に準じて注記を行うこと。この場合において、同記載上の注意

⑵に規定する事項を注記するに当たっては、合わせて、子会社株式に係る特例手法の適用に係る

次の事項についても注記すること。 
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   ① 子会社株式に係る特例手法を適用した株式を発行する子会社等（以下この様式において、

「特例手法適用子会社」という。）の商号又は名称 

② 各特例手法適用子会社に対する持分比率 

③ 各特例手法適用子会社の貸借対照表上の資産の部、負債の部及び純資産の部を持分比率に

応じて比例連結の方法を適用したか、又は全て認識したかどうかの別 

④ 子会社化直後の特例手法を用いている場合には、当該手法を適用している外国の会社の名

称 
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（別紙様式第四号の三） 

（単位：百万円） 
経済価値ベースのバランスシート（連結ベース） 

科目 

イ ロ ハ ニ ホ 

財務会計ベ

ースの額 

連結の範囲

等に係る調

整の額 

組替えの額 評価替えの

額 

経済価値ベ

ースの額 

（イ＋ロ＋

ハ＋ニ） 

資産の部 

総資産      

現金及び預貯金      

コールローン      

買現先勘定      

債券貸借取引支払保

証金 

     

買入金銭債権      

商品有価証券      

金銭の信託      

有価証券      

貸付金      

有形固定資産      

土地      

建物      

使用権資産      

建設仮勘定      

その他の有形固定資

産 

     

無形固定資産      

ソフトウェア      

のれん      

使用権資産      
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その他の無形固定資

産 

     

退職給付に係る資産      

繰延税金資産      

再評価に係る繰延税金

資産 

     

貸倒引当金      

投資損失引当金      

その他資産      

特別勘定等の資産      

再保険回収額      

負債の部 

総負債      

保険負債（保険契約準

備金） 

     

資産ポートフォリオ

によって複製可能な

保険負債 

     

現在推計の額（保険

契約準備金のうち、

規制上の準備金に属

するもの以外） 

     

現在推計を超えるマ

ージン（MOCE）の

額 

     

規制上の準備金に属

するもの（危険準備

金等） 

     

非保険負債      

その他の規制上の準

備金（保険負債に含
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まれるものを除く） 

その他の準備金      

短期社債      

社債      

新株予約権付社債      

退職給付に係る負債

（退職給付引当金） 

     

役員退職慰労引当

金 

     

その他の引当金      

価格変動準備金      

金融商品取引責任

準備金 

     

繰延税金負債      

再評価に係る繰延税

金負債 

     

未払法人税等      

その他負債      

純資産の部 

純資産      

基金等合計又は株主

資本合計 

     

基金又は資本金      

基金申込証拠金又

は新株式申込証拠

金 

     

基金償却積立金      

再評価積立金      

基金償却積立金減

少差益 

     

資本剰余金      
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剰余金又は利益剰

余金 

     

規制上の準備金      

（-）自己株式      

自己株式申込証拠

金 

     

その他の包括利益累計

額合計（評価・換算差

額等合計） 

     

その他有価証券評価

差額金 

     

繰延ヘッジ損益      

土地再評価差額金      

為替換算調整勘定      

退職給付に係る調整

累計額 

     

在外子会社等に係る

保険契約準備金評

価差額 

     

株式引受権      

新株予約権      

非支配株主持分      

その他      

経済価値ベースの調整

額 

  

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 本様式中に示す科目にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等にあっては、採用する企業

会計の基準を明記した上で、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類

するものの科目を用いて、本様式を作成することができる。 



 

- 38 - 

 

２ 各科目について、イ欄の「財務会計ベースの額」には連結貸借対照表計上額、ロ欄の「連結の

範囲等に係る調整の額」には、連結ベースの計算に当たって、ソルベンシー・マージン比率告示

第二章第二節に定めるところにより、連結貸借対照表における連結の範囲又は持分法の適用の範

囲の変更等を行ったことによる各科目の増減額、ハ欄の「組替えの額」には、組替え（この様式

において、ソルベンシー・マージン比率告示第九条に規定するところにより組替えを行うことを

いう。）による当該科目の額の増減額、ニ欄の「評価替えの額」には、評価替え（この様式にお

いて、ソルベンシー・マージン比率告示第十条に規定するところにより評価替えを行うことをい

う。）による当該科目の額の増減額、ホ欄の「経済価値ベースの額」には、当該科目に係る経済

価値評価の額としてイ欄、ロ欄、ハ欄及びニ欄の額の合計額を記載すること。なお、経済価値ベ

ースのバランスシートの状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を

細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載することができる。その他、本記載

上の注意において、各欄の記載方法について別途の定めがある場合には、当該定めに従うこと。 

３ ロ欄の「連結の範囲等に係る調整の額」については、当該欄に計上すべきものがない場合、又

は当該欄に計上すべきものの額に重要性が乏しい場合には、当該欄の記載を省略することができ

る。この場合において、当該欄に計上すべきものの額に重要性が乏しいことにより当該欄の記載

を省略する場合には、当該欄に計上すべきものの額についてはハ欄に含めるとともに、その旨を

注記すること。 

４ その他、本様式（注記を除く。）の記載に当たっては、別紙様式第四号記載上の注意２及び４

から10までの規定に準じること。この場合において、これらの規定中、「貸借対照表」とあるの

は「連結貸借対照表」と、「ロ欄」とあるのは「ハ欄」と、「ハ欄」とあるのは「ニ欄」と、「

ニ欄」とあるのは「ホ欄」とそれぞれ読み替えること。 

５ 次の事項を注記すること。この場合において、当事業年度の末日における連結貸借対照表に注

記した事項については、本記載上の注意において別途定めがある場合を除き、注記することを要

しない。 

⑴ 継続企業の前提に関する事項 

① 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、

当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められるとき（当事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められな

くなった場合を除く。）は、次に掲げる事項。ただし、当事業年度の末日における連結貸借

対照表の作成時点から、当事業年度の末日における経済価値ベースのバランスシートの作成

時点までにおいて、当該事象又は状況に変更がないときは、その旨を注記した上で、記載を

省略することができる。 
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(ⅰ) 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

(ⅱ) 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

(ⅲ) 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

(ⅳ) 当該重要な不確実性の影響を経済価値ベースのバランスシートに反映しているか否かの

別 

② 当事業年度の末日における連結貸借対照表において、継続企業の前提に関する注記が行わ

れている場合において、当事業年度の経済価値ベースのバランスシートの作成時点において

、当該不確実性が認められなくなったときには、その旨及びその理由 

⑵ 経済価値ベースのバランスシートの作成方針に係る事項 

① 経済価値ベースのバランスシートの作成方針に関する次に掲げる事項（ただし、重要性の

乏しいものを除く。） 

(ⅰ) 資産の評価方法（プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮

及びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。） 

(ⅱ) 負債の評価方法（プロポーショナリティ原則の適用、マネジメント・アクションの考慮

及びエキスパート・ジャッジメントの適用に係る事項を含む。） 

② 連結ベースの計算における連結の範囲又は持分法の適用の範囲について、連結貸借対照表

における連結の範囲又は持分法の適用の範囲から変更した場合における当該変更の内容 

③ 子会社化直後の特例手法を用いている場合には、当該手法を適用している外国の会社の名

称 

④ 経済価値ベースのバランスシートの作成方針の変更の内容及び理由 

⑶ 経済価値ベースのバランスシートの表示方法の変更に関する事項（ただし、重要性の乏しい

ものを除く。） 

① 当該表示方法の変更の内容 

② 当該表示方法の変更の理由 

⑷ 経済価値ベースのバランスシートの作成に関する会計上の見積りに関する事項（ただし、重

要性の乏しいものを除く。） 

① 会計上の見積りに関する次に掲げる事項 

(ⅰ) 会計上の見積りにより当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートにその額を計

上した項目であって、翌事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を

及ぼす可能性があるもの 

(ⅱ) 当事業年度に係る経済価値ベースのバランスシートの(ⅰ)に掲げる項目に計上した額 

(ⅲ) (ⅱ)に掲げるもののほか、(ⅰ)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解
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に資する情報 

② 会計上の見積りを変更した場合における次に掲げる事項 

(ⅰ) 当該会計上の見積りの変更の内容 

(ⅱ) 当該会計上の見積りの変更の経済価値ベースのバランスシートの項目に対する影響額 

(ⅲ) 当該会計上の見積りの変更が翌事業年度以降の経済価値ベースのバランスシートの項

目に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項 

⑸ 「特別勘定等の資産」の科目には、法第百十八条第一項に規定する特別勘定その他これに類

するものに区分される資産の額を計上している旨 

⑹ 重要な後発事象に関する事項 

① 当事業年度の末日後、当事業年度の経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を及ぼ

す事象（当事業年度の末日における連結貸借対照表の作成において考慮した事象を除く。）

が発生した場合における当該事象及び当該事象が経済価値ベースのバランスシートに与える

影響額 

② 当事業年度の末日後、翌事業年度以降の経済価値ベースのバランスシートに重要な影響を

及ぼす事象が発生した場合における当該事象  
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（別紙様式第四号の四） 

（単位：百万円） 
経済価値ベースのバランスシート（連結ベース・控除合算手法適用） 

科目 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト 

財務会計

ベースの

額 

連結の範

囲等に係

る調整の

額（控除

合算手法

の適用に

係るもの

を除く） 

控除合算

手法の適

用による

控除の額 

控除合算手法適用後の額 

調整後の

財務会計

ベースの

額 

（イ＋ロ

－ハ） 

組替えの

額 

評価替え

の額 

経済価値

ベースの

額 

（ニ＋ホ

＋ヘ） 

資産の部 

総資産        

現金及び預貯

金 

       

コールローン        

買現先勘定        

債券貸借取引

支払保証金 

       

買入金銭債権        

商品有価証券        

金銭の信託        

有価証券        

貸付金        

有形固定資産        

土地        

建物        

使用権資産        

建設仮勘定        

その他の有        



 

- 42 - 

 

形固定資産 

無形固定資産        

ソフトウェ

ア 

       

のれん        

使用権資産        

その他の無

形固定資産 

       

退職給付に係

る資産 

       

繰延税金資産        

再評価に係る

繰延税金資産 

       

貸倒引当金        

投資損失引当

金 

       

その他資産        

特別勘定の資

産 

       

再保険回収額        

負債の部 

総負債        

保険負債（保

険契約準備金

） 

       

資産ポート

フォリオに

よって複製

可能な保険

負債 

       

現在推計の        
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額（保険契

約準備金の

うち、規制

上の準備金

に属するも

の以外） 

現在推計を

超えるマー

ジ ン （

MOCE）の

額 

       

規制上の準

備金に属す

るもの（危

険準備金等

） 

       

非保険負債        

その他の規

制上の準備

金（保険負

債に含まれ

るものを除

く） 

       

その他の準

備金 

       

短期社債        

社債        

新株予約権

付社債 

       

退職給付に

係る負債（
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退職給付引

当金） 

役員退職慰

労引当金 

       

その他の引

当金 

       

価格変動準

備金 

       

金融商品取

引責任準備

金 

       

繰延税金負

債 

       

再評価に係

る繰延税金

負債 

       

未払法人税

等 

       

その他負債        

純資産の部 

純資産        

基金等合計又

は株主資本合

計 

       

基金又は資

本金 

       

基金申込証

拠金又は新

株式申込証

拠金 

       

基金償却積        
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立金 

再評価積立

金 

       

基金償却積

立金減少差

益 

       

資本剰余金        

剰余金又は

利益剰余金 

       

規制上の準

備金 

       

（-）自己株

式 

       

自己株式申

込証拠金 

       

その他の包括

利益累計額合

計（評価・換算

差額等合計） 

       

その他有価

証券評価差

額金 

       

繰延ヘッジ

損益 

       

土地再評価

差額金 

       

為替換算調

整勘定 

       

退職給付に

係る調整累

計額 
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在外子会社

等に係る保

険契約準備

金評価差額 

       

株式引受権        

新株予約権        

非支配株主持

分 

       

その他        

経済価値ベー

スの調整額 

  

（記載上の注意）   

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 本様式中に示す科目にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等にあっては、採用する企業

会計の基準を明記した上で、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類

するものの科目を用いて、本様式を作成することができる。 

２ 各科目について、イ欄の「財務会計ベースの額」には、連結貸借対照表計上額、ロ欄の「連結

の範囲等に係る調整の額（控除合算手法の適用に係るものを除く）」には、連結ベースの計算に

当たって、ソルベンシー・マージン比率告示第二章第二節に定めるところにより、連結貸借対照

表における連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更等を行ったことによる各科目の増減額、ハ

欄の「控除合算手法の適用による控除の額」には、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一

条第一項第一号に定めるところにより、控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表（連結の

範囲等調整後）を作成するに当たって行った調整による増減額、ニ欄の「調整後の財務会計ベー

スの額」には、控除合算手法適用子会社を除く連結貸借対照表額として、イ欄及びロ欄の合計額

からハ欄の額を控除した額、ホ欄の「組替えの額」には、組替え（この様式において、ソルベン

シー・マージン比率告示第百八十一条第一項第二号の規定により準用するソルベンシー・マージ

ン比率告示第九条に規定するところにより組替えを行うことをいう。）による当該科目の額の増

減額、ヘ欄の「評価替えの額」には、評価替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比

率告示第百八十一条第一項第二号の規定により準用するソルベンシー・マージン比率告示第十条

に規定するところにより評価替えを行うことをいう。）による当該科目の額の増減額、ト欄の「

経済価値ベースの額」には、当該科目に係る経済価値評価の額としてニ欄、ホ欄及びヘ欄の額の
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合計額を記載すること。なお、経済価値ベースのバランスシートの状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所

に記載することができる。その他、本記載上の注意において、各欄の記載方法について別途の定

めがある場合には、当該定めに従うこと。 

３ ロ欄の「連結の範囲等に係る調整の額（控除合算手法の適用に係るものを除く）」については

、当該欄に計上すべきものがない場合、又は当該欄に計上すべきものの額に重要性が乏しい場合

には、当該欄の記載を省略することができる。この場合において、当該欄に計上すべきものの額

に重要性が乏しいことにより当該欄の記載を省略する場合には、当該欄に計上すべきものの額に

ついてはホ欄に含めるとともに、その旨を注記すること。 

４ その他、本様式（注記を除く。）の記載に当たっては、別紙様式第四号記載上の注意２及び４

から10までの規定に準じること。この場合において、これらの規定中、「貸借対照表」とあるの

は「連結貸借対照表」と、「ロ欄」とあるのは「ホ欄」と、「ハ欄」とあるのは「ヘ欄」と、「

ニ欄」とあるのは「ト欄」とそれぞれ読み替えるものとする。なお、同様式記載上の注意６から

10までに準じて各欄の記載に当たっては、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一条に基づ

く原則手法適用会社について計算した額を記載すること。    

５ 別紙様式第四号の三記載上の注意５に準じて注記を行うこと。この場合において、同記載上の

注意⑵②に規定する事項を注記するに当たっては、合わせて、控除合算手法を適用している子会

社の名称を注記すること。 
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（別紙様式第五号） 

（単位：百万円） 
外国証券の種類別差異調整（単体ベース） 

項目 

イ ロ ハ ニ 

財務会計ベース

の額 

組替えの額 評価替えの額  経済価値ベース

の額 

（イ＋ロ＋ハ） 

外国証券     

国債     

地方債     

社債     

株式     

その他     

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 各項について、イ欄の「財務会計ベースの額」には貸借対照表計上額、ロ欄の「組替えの額」

には、組替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第九条に規定するところに

より組替えを行うことをいう。）による当該項の額の増減額、ハ欄の「評価替えの額」には、評

価替え（この様式において、ソルベンシー・マージン比率告示第十条に規定するところにより評

価替えを行うことをいう。）による当該項の額の増減額並びにニ欄の「経済価値ベースの額」に

は、経済価値評価の額としてイ欄、ロ欄及びハ欄の額の合計額を記載すること。 

２ 各項について、特別勘定等に属するものの額を除いた額を記載すること。また、本様式に記載

した額は特別勘定等に属するものの額を含まない旨を注記すること。 
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（別紙様式第五号の二） 

（単位：百万円） 
外国証券の種類別差異調整（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用） 

項目 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ 

子会社株式に係る特例手法適用前の額 子会社株式に係る特例手

法適用後の額 

財務会計ベ

ースの額 

組替えの額 評価替えの

額 

経済価値ベ

ースの額 

（イ＋ロ＋

ハ） 

子会社株式

に係る特例

手法による

調整の額 

経済価値ベ

ースの額 

（ニ＋ホ） 

外国証券       

国債       

地方債       

社債       

株式       

その他       

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 各項について、イ欄からニ欄までは、別紙様式第五号記載上の注意１に準じて、子会社株式に

係る特例手法を用いずに計算した場合の額を記載すること。 

２ 各項について、ホ欄の「子会社株式に係る特例手法による調整の額」には、子会社株式に係る

特例手法を用いて計算した経済価値評価の額とニ欄の額の差額を記載すること。 

３ 各項について、ヘ欄の「経済価値ベースの額」には、子会社株式に係る特例手法を用いて計算

した経済価値評価の額を記載すること。 

４ 各項について、特別勘定等に属するものの額を除いた額を記載すること。また、本様式に記載

した額は特別勘定等に属するものの額を含まない旨を注記すること。 
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（別紙様式第五号の三） 

（単位：百万円） 
有価証券の経済価値評価額に係る明細（連結ベース） 

有価証券  

 国債  

 地方債  

 社債  

 株式  

 外国証券  

国債  

地方債  

社債  

株式  

その他  

 その他の証券  

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 表題の「有価証券の経済価値評価額に係る明細（連結ベース）」については、連結ベースの計

算に控除合算手法を用いている場合には「有価証券の経済価値評価額に係る明細（連結ベース・

控除合算手法適用）」と読み替えること。 

２ 各項について、経済価値評価の額を記載すること。 

３ 各項について、特別勘定等に属するものの額を除いた額を記載すること。また、本様式に記載

した額は特別勘定等に属するものの額を含まない旨を注記すること。 

４ 連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、各項に、ソルベンシー・マージン比

率告示第百八十一条に定めるところにより、原則手法適用会社について計算した額を記載するこ

と。この場合においては、本様式に記載した額は原則手法適用会社に属するものの額であり、控

除合算手法適用子会社に属するものの額を含まない旨を注記すること。 
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（別紙様式第六号） 

（単位：百万円） 
保険負債の商品別差異調整 

項目 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ 

財務会計

ベースの

額 

再保険の

グロスア

ップ 

非経済前

提の更新 

経済前提

の更新 
その他 

経済価値

ベースの

額（

MOCEの

額を除く

） 

保険負債       

生命保険契約等       

個人保険       

個人年金       

団体保険       

団体年金       

上記以外       

損害保険契約等       

未経過責任に係る保険

負債 

      

財物保険類似       

自動車保険類似       

賠償責任保険類似       

不動産ローン保証保

険 

      

信用保険       

その他保険        

既経過責任に係る保険

負債 

      

財物保険類似       

自動車保険類似       
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賠償責任保険類似       

不動産ローン保証保

険 

      

信用保険       

その他保険       

再保険回収額       

生命保険契約等       

個人保険       

個人年金       

団体保険       

団体年金       

上記以外       

損害保険契約等       

未経過責任に係る保険

負債 

      

財物保険類似       

自動車保険類似       

賠償責任保険類似       

不動産ローン保証保

険 

      

信用保険       

その他保険        

既経過責任に係る保険

負債 

      

財物保険類似       

自動車保険類似       

賠償責任保険類似       

不動産ローン保証保

険 

      

信用保険       

その他保険       
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（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 表題の「保険負債の商品別差異調整」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、

単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「保険負債の商品別差

異調整（単体ベース）」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合に

は、「保険負債の商品別差異調整（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用）」とそれぞれ

読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に控除合

算手法を用いていない場合には「保険負債の商品別差異調整（連結ベース）」と、連結ベースの

計算に控除合算手法を用いている場合には「保険負債の商品別差異調整（連結ベース・控除合算

手法適用）」とそれぞれ読み替えること。 

２ 「保険負債」の項のイ欄には、貸借対照表（連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結

貸借対照表。以下この様式において同じ。）の負債の部に計上される保険契約準備金の額のうち

、ソルベンシー・マージン比率告示第一条第二十五号に規定する額に該当するものの額を除いた

額を記載し、「保険負債」の内訳である各項のイ欄には、当該額について、これらの項に掲記す

る区分ごとの額を記載すること。 

３ 「保険負債」の項のヘ欄には、ソルベンシー・マージン比率告示第十一条に規定する経済価値

ベースの保険負債の額（ただし、MOCEの額を除く。）を記載し、「保険負債」の内訳である各

項のヘ欄には、「保険負債」の項のヘ欄に記載した額について、これらの項に掲記する区分ごと

の額を記載すること。 

４ 「再保険回収額」の項のイ欄には、保険契約を再保険に付した場合において、当該再保険に係

る資産を貸借対照表に計上しているときには、その額を記載し、「再保険回収額」の内訳である

各項のイ欄には、当該額について、これらの項に掲記する区分ごとの額を記載すること。 

５ 「再保険回収額」の項のヘ欄には、再保険回収額（ソルベンシー・マージン比率告示第三章第

三節に規定する再保険回収額をいう。以下同じ。）を記載し、「再保険回収額」の内訳である各

項のヘ欄には、当該額について、これらの項に掲記する区分ごとの額を記載すること。 

６ 各項について、イ欄の額とヘ欄の額の差額のうち、ロ欄の「再保険のグロスアップ」には、再

保険回収額の計上に起因するものの額、ハ欄の「非経済前提の更新」には、貸借対照表の負債の

部に計上される保険契約準備金の額の計算に使用した非経済前提を、当事業年度の末日時点のソ

ルベンシー・マージン比率の計算に当たって、ソルベンシー・マージン比率告示第三章に定める

ところにより、保険負債の経済価値評価の額及び再保険回収額を計算する上で使用した非経済前

提に更新したことに起因するものの額、ニ欄の「経済前提の更新」には、貸借対照表の負債の部
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に計上される保険契約準備金の額の計算に使用した経済前提（市場において観察可能な変数を基

礎として決定する計算前提をいう。以下同じ。）を、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マ

ージン比率の計算に当たって、ソルベンシー・マージン比率告示第三章に定めるところにより、

保険負債の経済価値評価の額及び再保険回収額を計算する上で使用した経済前提に更新したこと

に起因するものの額、ホ欄の「その他」には、ロ欄からニ欄のいずれにも該当しない要因による

ものの額をそれぞれ記載すること。 

７ ロ欄の「再保険のグロスアップ」については、当該欄に記載すべき額に重要性が乏しい場合に

は、当該欄に記載すべき額をホ欄の「その他」に含め、ロ欄の記載を省略することができる。こ

の場合においては、当該欄に計上すべき額については、重要性が乏しいことからホ欄に含めてい

る旨を注記すること。 

８ 生命保険会社、生命保険会社及びその子会社等、外国生命保険会社等、特定生命保険業免許を

受けた免許特定法人並びに生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっ

ては、損害保険契約等に係る保険負債の額及び再保険回収額に重要性が乏しい場合には、「保険

負債」及び「再保険回収額」のそれぞれの項の内訳である「損害保険契約等」の項の内訳である

各項の記載を省略することができる。この場合（ただし、損害保険契約等に係る保険負債の額及

び再保険回収額が０である場合を除く。）において、損害保険契約等に係る保険負債の額及び再

保険回収額に重要性が乏しいことから、「損害保険契約等」の内訳である各項の記載を省略して

いる旨を注記すること。 

９ 損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許を

受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっ

ては、生命保険契約等に係る保険負債の額及び再保険回収額に重要性が乏しい場合には、「保険

負債」及び「再保険回収額」のそれぞれの項の内訳である「生命保険契約等」の項の内訳である

各項の記載を省略することができる。この場合（ただし、生命保険契約等に係る保険負債の額及

び再保険回収額が０である場合を除く。）において、生命保険契約等に係る保険負債の額及び再

保険回収額に重要性が乏しいことから、「生命保険契約等」の項の内訳である各項の記載を省略

している旨を注記すること。 

10 「保険負債」及び「再保険回収額」のそれぞれの項について、「生命保険契約等」の項の内訳

として掲記している「個人保険」、「個人年金」、「団体保険」、「団体年金」及び「上記以外

」の項については、自社の有する保険契約ポートフォリオに鑑み、適切な名称を付した上で、重

要な内訳区分を追加すること。 

11 「保険負債」及び「再保険回収額」のそれぞれの項について、「損害保険契約等」の項の内訳

である「未経過責任に係る保険負債」及び「既経過責任に係る保険負債」の項の内訳として掲記
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している「財物保険類似」、「自動車保険類似」、「賠償責任保険類似」、「不動産ローン保証

保険」及び「信用保険」の項については、各項に計上すべき額に重要性が乏しい場合には、当該

項に計上すべき額を「その他保険」の項に含め、当該項の記載を省略することができる。この場

合においては、当該欄に計上すべき額については、重要性が乏しいことから「その他保険」の項

に含めている旨を注記すること。 

12 単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用

いている場合には、各項に、ソルベンシー・マージン比率告示第七章第一節に定める方法に基づ

き認識した子会社株式を発行する会社に属するものを含めた額を記載すること。 

13 連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合

には、各項に、原則手法適用会社について計算した額を記載すること。この場合においては、本

様式に記載した額は原則手法適用会社に属するものの額であり、控除合算手法適用子会社に属す

るものの額を含まない旨を注記すること。 
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（別紙様式第七号） 

（単位：％、百万円） 
感応度分析 

項目 

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ 

当期末

の数値 

円金利

50ベー

シス・

ポイン

ト上昇 

円金利

50ベー

シス・

ポイン

ト下降 

米ドル

金利50

ベーシ

ス・ポ

イント

上昇 

米ドル

金利50

ベーシ

ス・ポ

イント

下降 

円金利

UFR50

ベーシ

ス・ポ

イント

下降 

株式・

不動産

10％下

落 

為替10

％円高 

ソルベン

シー・マ

ージン比

率 

        

適格資本

の額 

        

総資産         

保険負

債の額

（

MOCE

を除く

） 

        

現在推

計を超

えるマ

ージン

（

MOCE

）の額 

        

非保険         
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負債の

額 

純資産

の額 

        

所要資本

の額 

        

生命保

険リス

クの額 

        

市場リ

スクの

額 

        

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 表題の「感応度分析」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計

算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には「感応度分析（単体ベース）」と、単体

ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には「感応度分析（単体ベース・子

会社株式に係る特例手法適用）」とそれぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開

示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いていない場合には「感応度分析（連結ベ

ース）」と、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には「感応度分析（連結ベース

・控除合算手法適用）」とそれぞれ読み替えること。 

２ ロ欄の「円金利50ベーシス・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カ

ーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベーシス・ポイントの幅で上方

にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額（

適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値ベースのバランスシートにおける総資産、

保険負債の額（MOCEを除く）、現在推計を超えるマージン（MOCE）の額、非保険負債の額及

び純資産の額を含む。以下、この様式において同じ。）及び所要資本の額（所要資本の額の内訳

として掲記している生命保険リスクの額（ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第

一号イ⑴に掲げる生命保険リスクの額をいう。以下この様式において同じ。）及び市場リスクの

額（ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ⑷に掲げる市場リスクの額をい

う。以下この様式において同じ。）を含む。以下、この様式において同じ。）と、イ欄に記載し



 

- 58 - 

 

たソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること

。この場合において、ロ欄に記載する額の計算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び

再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベ

ースの保険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額

については、当該イールド・カーブと整合的な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算する

こと。 

３ ハ欄の「円金利50ベーシス・ポイント下降」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カ

ーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベーシス・ポイントの幅で下方

にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及

び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の

額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ハ欄に記載する額の計算に当たって、経

済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出するイール

ド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対し

て感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的な方法に基づくイ

ールド・カーブを用いて計算すること。 

４ ニ欄の「米ドル金利50ベーシス・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド

・カーブの第一区分において、基準日におけるアメリカ合衆国通貨の市場金利が50ベーシス・ポ

イントの幅で上方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率

、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の

額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ニ欄に記載する額の計

算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づ

き算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の

金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的

な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算すること。 

５ ホ欄の「米ドル金利50ベーシス・ポイント下降」には、現在推計の額の計算に用いるイールド

・カーブの第一区分において、基準日におけるアメリカ合衆国通貨の市場金利が50ベーシス・ポ

イントの幅で下方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率

、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の

額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ホ欄に記載する額の計

算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づ

き算出するイールド・カーブを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の

金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カーブと整合的
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な方法に基づくイールド・カーブを用いて計算すること。 

６ ヘ欄の「円金利UFR50ベーシス・ポイント下降」には、日本円について、基準日におけるUFR

が50ベーシス・ポイント低下したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資

本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所

要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ヘ欄に記載する額の計算に当た

って、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出す

るイールド・カーブを用いて計算を行い、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外

の資産の額及び負債の額については、イ欄の額の計算に用いたものを使用すること。 

７ ト欄の「株式・不動産10％下落」には、基準日における株価及び不動産（この様式において、

借地権を含む。）価格が10パーセント下落したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン

比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資

本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、株式リスク及び不

動産リスクの計算の対象となるエクスポージャーにあっては、株式及び不動産以外のものについ

ても、当該株価及び不動産価格の下落による影響を考慮すること。 

８ チ欄の「為替10％円高」には、基準日における日本円の為替レートが10％上昇したものと仮定

して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載した

ソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。 

９ ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオについて、当該シナリオを適用して計算したソルベンシ

ー・マージン比率と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率の差の絶対値が１パーセント

未満である場合には、その旨を注記した上で、当該シナリオの欄の記載を省略することができる

。この場合において、ロ欄からチ欄までの全ての欄の記載を省略するときには、イ欄の記載を省

略することができる。なお、損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社

等、特定損害保険業免許を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会

社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リ

スクの額」の項の記載を省略することができる。 

10 連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合

には、各項について、ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオを原則手法適用会社及び控除合算手

法適用子会社に適用した場合の額を記載すること。また、各シナリオの適用に当たり、ソルベン

シー・マージン比率告示第百八十二条の規定に基づき、控除合算手法に係る調整係数に変更が生

じる場合には、当該調整係数の変更を考慮すること。この場合において、適格資本の額の参考事

項として掲記している経済価値ベースのバランスシートにおける総資産、保険負債の額（MOCE

を除く）、現在推計を超えるマージン（MOCE）の額、非保険負債の額及び純資産の額並びに所
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要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額及び市場リスクの額については、原則

手法適用会社について計算した額を記載することとし、「純資産の額」の項と「所要資本の額」

の項の間に「控除合算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」の項を、「市場リスクの額」

の項の下に「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額」の項を追加すること。なお、

「控除合算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」はソルベンシー・マージン比率告示第百

七十九条第二項第一号ロに規定する額を、「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額

」は同項第二号ロに規定する額をいう。ただし、損害保険会社及びその子会社等並びに損害保険

業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性

が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。 
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（別紙様式第八号） 

（第一面） 

（単位：百万円） 

適格資本の額の変動要因分析 

前期末の額  

計算方法の変更  

基準日の変更  

新契約価値  

非経済前提の変更  

円金利の変更  

米ドル金利の変更  

豪ドル金利の変更  

株式・不動産の変更  

為替レートの変更  

その他の経済前提の変更  

Tier１適格資本に係る取引  

Tier２適格資本に係る取引  

その他の要因  

当期末の額  

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 表題の「適格資本の額の変動要因分析」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって

、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「適格資本の額の変

動要因分析（単体ベース）」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場

合には、「適格資本の額の変動要因分析（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用）」とそ

れぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に

控除合算手法を用いていない場合には「適格資本の額の変動要因分析（連結ベース）」と、連結

ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には「適格資本の額の変動要因分析（連結ベース

・控除合算手法適用）」とそれぞれ読み替えること。 

２ 「計算方法の変更」の項には、前事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に
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使用した計算方法を、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用した計

算方法に変更したこと（法令の改正による計算方法の変更を含む。）による適格資本の変動額を

記載すること。 

３ 「基準日の変更」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点まで期間が経過

したことで生じる、保険負債の割り戻し、保有する資産の期待収益並びにMOCE及び保証とオプ

ションのコストの解放その他の要因による適格資本の変動額を記載すること。 

４ 「新契約価値」の項には、当事業年度に新たに引き受けた保険契約に係る保険負債の引受時点

における経済価値評価の額を記載すること。ただし、損害保険契約等に係る当該額及び損害保険

契約等以外の保険契約であって、重要性が乏しいもの若しくは契約期間が一年以下であるものに

係る当該額については、「非経済前提の変更」の項に含めることができる。 

５ 「非経済前提の変更」の項には、非経済前提について、前事業年度の末日時点のソルベンシー

・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比

率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動額を記載すること。なお、前事業

年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算において当事業年度に実現することが期待

されていた利益と、当事業年度に実現した利益の差異については、当該項に含めること。 

６ 「円金利の変更」の項には、日本円金利のイールド・カーブについて、前事業年度の末日時点

のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日時点のソルベンシ

ー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動額を記載すること

。 

７ 「米ドル金利の変更」の項には、アメリカ合衆国通貨金利のイールド・カーブについて、前事

業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日

時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動

額を記載すること。 

８ 「豪ドル金利の変更」の項には、オーストラリア通貨金利のイールド・カーブについて、前事

業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日

時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動

額を記載すること。 

９ 「株式・不動産の変更」の項には、株式及び不動産（この様式において、借地権を含む。）の

時価について、前事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから

、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことに

よる適格資本の変動額を記載すること。 

10 「為替レートの変更」の項には、為替レートについて、前事業年度の末日時点のソルベンシー
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・マージン比率の計算に使用したものから、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比

率の計算に使用したものに更新したことによる適格資本の変動額を記載すること。 

11 「その他の経済前提の変更」の項には、経済前提（日本円、アメリカ合衆国通貨及びオースト

ラリア通貨の金利、株式及び不動産の時価並びに為替レートのいずれにも該当しないものに限る

。）について、前事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものから

、当事業年度の末日時点のソルベンシー・マージン比率の計算に使用したものに更新したことに

よる適格資本の変動額を記載すること。なお、当該項に記載した額が重要である場合には、当該

その他の経済前提の内容を注記すること。 

12 「Tier１適格資本に係る取引」の項には、当期中に行った、株主配当の支払、自己株式の取得

、Tier１資本調達手段の発行その他のTier１適格資本の額を直接増減させる取引による適格資本

の変動額を記載すること。なお、算入制限のあるTier１資本調達手段について、実質償還期限ま

での期間が縮小したことによる適格資本への算入額の減少の額については、当該項に含めること

。 

13 「Tier２適格資本に係る取引」の項には、当期中に行った、Tier２資本調達手段の発行その他

のTier２適格資本の額を直接増減させる取引による適格資本の変動額を記載すること。なお、発

行済みのTier２資本調達手段について、実質償還期限までの期間が縮小したことによる適格資本

への算入額の減少の額については、当該項に含めること。 

14 「その他の要因」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点にかけての適格

資本の変動額のうち、他のいずれの項に掲記する要因に区分することも適当でない要因によるも

のの額を記載すること。この場合において、「その他の要因」に区分した要因による適格資本の

変動額が重要である場合には、当該要因の内容を注記すること。 

15 連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日及び当事業年度の末日のいずれに

おける連結ベースの計算にも控除合算手法を用いている場合には、「Tier2適格資本に係る取引」

と「その他の要因」の間に「控除合算手法適用子会社の寄与分の変動」の項を追加し、ソルベン

シー・マージン比率告示第百七十九条第二項第一号ロに定める額の前事業年度の末日時点から当

事業年度の末日時点にかけての変動額を記載するとともに、当該項以外の各項については、原則

手法適用会社について計算した額を本記載上の注意２から14までに準じて記載すること。 

16 連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日における連結ベースの計算に控除

合算手法を用い、当事業年度の末日における連結ベースの計算に控除合算手法を用いていない場

合には、控除合算手法の適用の廃止による適格資本の変動額については「計算方法の変更」の項

に含めること。この場合においては、「計算方法の変更」に記載した額のうち、控除合算手法の

適用の廃止による適格資本の変動額を注記すること。 
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17 連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日における連結ベースの計算に控除

合算手法を用いず、当事業年度の末日における連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場

合には、控除合算手法の適用の開始による適格資本の変動額については「計算方法の変更」の項

に含めること。この場合においては、「計算方法の変更」に記載した額のうち、控除合算手法の

適用の開始による適格資本の変動額を注記すること。 
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（第二面） 

（単位：百万円） 

所要資本の額の変動要因分析 

項目 
イ ロ ハ ニ 

前期末 当期末 増減 変動理由 

生命保険リスクの額     

損害保険リスクの額     

巨大災害リスクの額     

市場リスクの額     

信用リスクの額     

オペレーショナル・リスク

の額 

    

非保険事業に係る所要資

本の額 

    

（記載上の注意） 

この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に

おいて使用する用語の例によるものとする。 

１ 表題の「所要資本の額の変動要因分析」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって

、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「所要資本の額の変

動要因分析（単体ベース）」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場

合には、「所要資本の額の変動要因分析（単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用）」とそ

れぞれ読み替えること。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に

控除合算手法を用いていない場合には「所要資本の額の変動要因分析（連結ベース）」と、連結

ベースの計算に控除合算手法を用いている 場合には「所要資本の額の変動要因分析（連結ベース

・控除合算手法適用）」とそれぞれ読み替えること。 

２ 「生命保険リスクの額」、「損害保険リスクの額」、「巨大災害リスクの額」、「市場リスク

の額」、「信用リスクの額」、「オペレーショナル・リスクの額」又は「非保険事業に係る所要

資本の額」とは、それぞれ、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ⑴から

⑹までに規定する生命保険リスクの額、損害保険リスクの額、巨大災害リスクの額、市場リスク

の額、信用リスクの額、オペレーショナル・リスクの額又は同項第二号に規定する非保険事業に

係る所要資本の額をいう。 
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３ 単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用

いていない場合には、「非保険事業に係る所要資本の額」の項を削除すること。 

４ 各項のニ欄の「変動理由」においては、前事業年度の末日時点から、当事業年度の末日時点に

かけての各項の額の変動の要因についての説明を記載すること。なお、各項について、ハ欄の「

増減」の額に重要性が乏しい場合には、当該項のニ欄の記載を省略することができる。 

５ 連結ベースの計算結果の開示に当たって、前事業年度の末日時点、当事業年度の末日時点又は

その両方における連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、「非保険事業に係る

所要資本の額」の次に「控除合算手法適用子会社の寄与分の額」の項を追加し、ソルベンシー・

マージン比率告示第百七十九条第二項第二号ロに定める額の前事業年度の末日時点の額（イ欄）

、当事業年度の末日時点の額（ロ欄）、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点にかけ

ての変動額（ハ欄）及び前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点にかけての変動の要因

に係る説明（ニ欄）を記載すること（ただし、前事業年度の末日時点若しくは当事業年度の末日

時点のいずれかのみにおいて控除合算手法を用いている場合には、当該項の控除合算手法を用い

ていない事業年度の欄には０を記載すること。）。この場合において、控除合算手法を用いてい

る事業年度の欄においては、本記載上の注意２の規定にかかわらず、「生命保険リスクの額」、

「損害保険リスクの額」、「巨大災害リスクの額」、「市場リスクの額」、「信用リスクの額」

、「オペレーショナル・リスクの額」又は「非保険事業に係る所要資本の額」とは、それぞれ、

ソルベンシー・マージン比率告示第百八十一条に定めるところにより、原則手法適用子会社につ

いて計算したソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ⑴から⑹までに規定す

る生命保険リスクの額、損害保険リスクの額、巨大災害リスクの額、市場リスクの額、信用リス

クの額、オペレーショナル・リスクの額又は同項第二号に規定する非保険事業に係る所要資本の

額をいう。 

 


